
（4）山口県防府健康福祉センター  

山口県防府健康福祉センター  

地域職域連携推進事業の取り組みについて  

1．協議会の運営について  

1）経過について  

平成15年度   平成16年度  平成17年度  平成18年度   

地区別ネットワーク ・ネットワーク会議  
（3回）  ㊨推進協議会（1回）           会議 

（2地区×2回）（1地区×2回）  

（10回）  ネットワーク会議   

（＊10月市町合併）      （3回）   

管内：防府市、徳地町  管内：防府市、徳地町  管内：防府市、  管内：防府市   

徳地町（9月末まで）   

平成14年度  

推進協議会（1回）  

作業部会（4回）  

管内：防府市、徳地町  

＊詳細については、別添資料1  

2）予算確保の工夫   

モデル事業実施後、当該事業を防府管内地域職域連携保健事業計画に位置づけ、山口県健康づくり計  

画を推進する「健康やまぐち21県民運動活性化促進事業」として経費を支出している。   

なお、具体的な共同保健事業等経費については、無理なく継続できるよう、特別の経費ではなく関係  

機関の既存事業の活用、主に経費以外の「人、物、時間、情報など」を相互活用し合うことに重点をお   

いている。   

また、予算確保された他の既存事業を活用し既存事業の目的と併せて推進できるよう検討している。  

3）構成メンバーについて  

（1）メンバーの広がり  

前年実施の中から見えてきた課題を地域・職域関係者（機関）が共有し推進体制を見直し、課題解   

決に向けて構成メンバーを整備の上、新たな年度の取り組みを推進するようにしている。  

こうして、また年度終了時に新たに分かった課題をもとに、次年度には再び推進体制を見直し、課   

題解決に向けた構成メンバーを整備し、取り組みを推進している。  

＊詳細については、別添資料「体制づくり」参照．  

（2）連携の推進となる重要人物  

主役である事業所（住民）の参画が重要である。  

事業所（住民）には底力があり、まさに中心人物といえる。  

行政が〉一方的に決めることがないよう、事業所（住民）の本当の思いを事業所の立場になってしっ   

かりと聞くことが大切と考える。  

（3）キーパーソン  

取り組み段階やその他状況により変化することが考えられるが、現段階では商工会議所（商工会）   

や食品衛生協会等事業所関係がキーパーソンと言える。  

モデル事業終了時の協議会で、「この事業が何となく分かってきた。継続した取り組みが必要だ。」   

との意見が多くあった。  

この意見を大切にしていくためにも、今後は互いに本当の思いを伝え、しっかり聞き、積み上げて   

いくことが大切だと共通認識し、本音で語れる関係づくりを目指すこととなった。  

こうして、肩の力を抜いて、ざっくばらんに語り合っていく中から、キーパー ソンが見えてきた。  
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（4）関係者の役割等  

（D各機関の役割 ＊平成17年アンケート回答事業所訪問の例   

・協議会……アンケート調査票の作成、回答状況の確認事業所訪問計画の提案、実施状況の確認等   

・商工会議所……アンケート調査全会員実施の了承、協力等   

・地産保、市保セ、社保局、社保健財団…＝・事業所規模、加入保険等本来対応業務により役割分担  

の上、事業所訪問実施  

（卦協議会の役割  

毎回会議の冒頭に、地域保健と職域保健の連携推進により「働き盛りの青壮年期の人々がいきい  

きと豊かな人生を送ることは、家族や事業所の繁栄… 目標の“いきいきと 活力のある まちづ  

くり”につながっている。」ことを関係機関が共有し、再認識している。  

また、その連携の原点は「各機関が目的を理解・共有し、それぞれが役割分担し、資源（人、物、  

お金、時間、情報など）をうまく利用して、健康づくりをすすめていくことである」ことの確認を  

重ねている。  

2．現在の状i  

1）連携事業について ＊詳細については、別添資料2参照．  

（1）小規模事業所を対象とした健康づくり対策……… 別添資料2参照．  

（2）健康情報提供事業について……… 参考資料参照  

（3）たばこ対策  

3．評価  

1）とりわけ、防府商工会議所、防府地域産業保健センター、防府市保健センターの理解が深まり、意欲   

が高まっている。  

2）推進母体である（現）ネットワーク会議においても、この取り組みは大切であり、これまで構築して   

きた地域職域連携を大切に、更に継続していく必要があるとの意見で一致している。  

3）今後の課題  

・事業所（住民）の「健康への関心」は、いまだ不十分である。  

・行政が一方的に決めることがないよう、主役である事業所（住民）の本当の思いを事業所の立場にな   

りきってしっかりと聞き、それを積み上げ、やがて事業所（住民）が自らの問題として主体的に考えて   

いくことができるようにしていく必要がある。  

・医療制度改革が推進される中、地域職域連携による健康管理、健康づくり活動を効果的に推進する方法   

を検討する必要がある。  

5．来年度（平成19年）の方向  

1）推進母体であるネットワーク会議において、本音で語り合い 一層連携を深める。  

2）各種事業を推進する中で、目標を共有し事業所から自発的な発言がでるようにする。  

3）医療制度改革の動向を踏まえ、地域職域連携のもと地域の実情に応じた取り組みを推進していく。  
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別添資料1 地域職域連携推進協議会の推移  

区  分  
平成14～15年度   平成16年度  平成17年度  平成18年度   

モデル事業  地区別会議  

事業所   
○  事業所 50人未満 2   ○  実施事業所1   ○  実施事業所 3   ○   

○   50人以上 2   ○  食品衛生協会   ○  ロ   ○   

地産保   
○  理事   ○   ○  q   ○   

同 ）  コーディネーター   同 ）   同 ＼J   
〔）′  ロ  

職  
域  ○  会頭（会長）   ○   ○  q   ○   

商工会議所  ○  事務局長   ○   ○  田   ○   
健  

（商工会）  ○  女性部   ○  ロ   ○  

○   

労働基準監督署  ○  署長  

社会保険事務局  ○  課長   ○  社保健財団  

歯科医師会   ○  会長  
薬剤師会   ○  副会長  

地  ○  食推会長   ○   
域  
保  

○  健康増進   ○   ○  ロ   ○   

市町  ○  保険年金   ○   ○  ロ   ○   

○  商工観光   ○  田   ○   

当センター   ○  所長   ○   ○  ロ   ○   

大 学  ○  2大学（助言者）   ○  1大学  

●協議会関係者は取組の有効性を   ●連携の必要性は共通認識したが、   ●事業所が、主体的に動く力は   ●引き続き商工会議所を核と  
課題・問題点等  共通認識したが、各事業所まで浸   連携作りはこれからである。  まだ無い。  し推進する必要がある。  

透していない。  ●事業所は健康への取組が必要と   ●キーパーソンは商工会議所で   ●引き続き主役である事業所の  

●主役である事業所の声をしっか   感じているが、主体的に動く力は   あり、協力体制を拡充する必   声をしっかり聞く必要があ  

り聞く必要がある。  まだ無い。  要がある。  る。  

●社保局の事業所訪問の実情がよ   ●引き続き主役である事業所の声を   ●商工会議所を核とし、引き続   ●引き続き事業所の健康への関  
くわからない。  しっかり聞く必要がある。  き既存事業の活用を図り．実践   心を高める活動が必要であ  

●女性の方が健康への関心が高く   ●事業所に好評の「食を中心とした   を重ね、本音で語れる関係を   る。  
これからの施策のキーパー ソン   共同事業」に市経由で協力してい   築く必要がある。  ●医療制度改革の動向を踏ま  

になりそうである。  る食推協が直接参画し、情報共有  え、協議会メンバーを検討す  

●目標「いききと活力のあるまち  る必要がある。  

づくり」に向けて、関連行政を  

加える必要がある。  



年度 事業｛－  別添資料2  平成1－i～18年度 事業実施状況   

モデ／し事業  

区号  
平成14年摩   

平成16年度   平成17年度   平成18年度  
平成15年度   

・研修会 
（1回）   ・研修会（6回）   ・研修会   ・研修会   ・研修会  

（事半主・健康管理担  
㊨働くあなたの研修会  ㊨メタポリックシンドローム予防研修会  

当者対象に当所が日  
付け養戌  

員）  

日宗旨定）   
「元気な笑顔でまちは輝く」  （対象：事業所関係者及び家族等）   

・対象：事業所間係者及び家族等）  

・商工会議所マネージメントクラブ研修  

・計画書作成   ・関係機関HPへの掲載   ・健喪づくりニュース作成  

・商工会議所・商工会の会報へ  
㊨地区別健東づくりニュース作成  

・普及ダイジェスト版作成  （商工会議所全会員配布）  

（商工会言海∃斤・商工会全会員配布）  の掲載   （商工会議所・商工会全会員配布）   ・関係機関HPへの掲載  
普伎膏俺  

・市広幸計＼の掲載   ・関係機関HPへの掲載  ・商工会議所会報への掲載  

・商工会議所・商工会会報への掲載  

・市広報への掲載  

・典同事業   ・共同事業   ・共同事業   ・共同事業  

（事睾所の要望に併せ出前実相   ・食事：食推との連携（新規申し入オu   ・食事：食推との連携（新規申し入れ）  
㊨運動‥防府商工会議所  

・運動、黄泉．相談等   
防府 斬2か所   防府 宙3か所  

防府9か所  
㊨食事‥食推との連携  

徳地 3カ所  ・無料健際チェック：防帝商工会議所  
徳地 宙2か所  

（防府商工会議所からの提案）  

＊要望事萄∃斤：12サ所  
防府斬1カ所  

・メンタルヘ／レス：地域産業保健センター  
㊨無料健康チェック：防府商工会議所  

（地産保主膵への協力）  

圭蟻指尊  徳地宙2か所  
（防府商工会議所からの提案）  

㊨たばこフォーラム：三師会との連携  

㊨相談：商店街  ㊨メンタルヘルス：地或産業保健センター  

㊨平17アンケート回答事業所訪問  
l：地産保主催への協力）  

業務分担：市、地産保、社保局、健康財団  

＊事業所からの申込窓口は商工会議所・  （希望記名164カ所のうち）  

商工会とする。  今年自所内希望：48カ所訪問  

・全事業所アンケ  （平14アンケート解析   ・共同事業実施事業巨軒、のアンケ  ・全事業所アンケート調査   （平17アンケート解析）   

l：対象：商工会議所・商工会全会員）   ・全事業所アンケート調査  
ート調査   ・共同事業実施・未実施事業所へ  ート調査  

ノjご態調l守  （対嶺：商工会諌所・  ・共同事業参加者へのアンケート調査   （対象：商工会議所・商工会全会員）  

・共同事業参加者へのアンケート調査  
商工会全会員）   



参考資料  
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■参加しさせんか？ あなたの事業所もん  

虔JJ 今年毛 楽し＜拘催！ヰJJ  

■無料健康チエヤク   
平成18年10月24日（火）防府商工会繊所会長企業を対  

象として陣場で働く人の生活習慣病予防を目的に「第2回無  

料健康チェック」を開催しました。莱1回を上回る人気で参加者  

100名！内腐脂肪測定、血響年齢検査、骨生検査、崩肉  

量測定、また煙草を吸う方にはスモーカーライサーによる呼気  

の一酸化炭素濃度の測定をしました。医臥保健臥栄養士  

の健康相鉄も受けられ会軌ま大いににぎわいました。   

健康な停があってこそ、しっかり働けるというもの。   

まず自分の健康状態を知り、早めの対策をとりましょう。  

縫針乳紳結潤一料ふ■日蝕畔ム予隋研修会  
‾－‾巧守閤‾「‾ 岬‾ －‾▼   

平成19年1月24日（火）防府商工会膳所の会員事業所を中心に．、  

容結徳のメタポリツクシンドロームの措や手軽な運動、栄養クイズなど、  

明日からで曹る予防方法を楽しく学習しま♭た。  
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∈善○葡気な職場づ＜l＝事業所紹介  
ミニ蜘座ストしY千体擦   楽しかったおJ  

蛸里  て 参加きれた方の声  

■社会人になり自由に償える嘲も少なくなって、謝する換金も  
なくなりました。先日教えていただいた≠卓な柵持   

する事に役立つのであれぽ、少しでも脚日行ってい壱   
たいと思います。   

■学生㈹こ輌なり、遡帆夕勒クシ   
ンドロームになる璽兼をすべて濡たしている状況の中、この度の   

ような講習劇ノて頂き、大変蓼割こな職した。スポーツ掴   

むにしても、こんなに朗削欝が含まれ¶lるとは…今後の食生活  

の蓼割こしたlせ思います。  

覆社会人になって約10ヶ月経ち、生活習恥すっかり全社員のペ  

ースに群検した。遡蜘蛛柳、触馴が蜘、食事の時  
同も遅くなりました。乱てお掛内がついてきた知凡慮す。   

先日、軸で行われがメタポリックシンドロームの袖にて札、  

ての椒相談会ではそんな生活曹棚で引き起こさ九る生  
活謝絶予防ナるストレ珊どが緻介きれました。   
またジュースの中に含まれている削腺砂糖のスティックに  

1■えて示したグラフでは、日ごろ何気な佃ヽるジュースの中  

に軟ほど大量の砂糖が入っていることがわか賭した。今の生括  

習僻まては、不鱒な人生檻歩んで戯ヰ宿してし凱せし  
た。なんとかして働附聞川虫刃こなるうと思Lヽます。  

燐鼠  触九た方の声抽、て  

■ 並んでもヽる料理を見て「きれいね。」との声。「やっぱり、肉じゃる   
う。」r私は急にuう。」「食べてみたら思っち上ったよ吹掛川いヽ。J   

…ものすごく、卿l和【痺触＼たのでlま？   

‘‘おなか桐性85刃・女性9伽は軸！けを鳳、て、お   
なかをなでながら「ここがねえ‥J「食べ過ぎりゃぁ、そりゃ太るよ   

ね。」との声…肋ヽ、そうです。モの適○。  

レ伽「今馳て磨弁当に入れます。」・・・奇の後虫   

ももく出兼＿出勒軋虎か？「なかなか敷′かったですよ。」との声   

も‥うれuヽお言葉、ありがとうご訊ヽました。  

とれに しさうか辱？   ご要望のあった山口トヨペサト（株l防府繁盛に防府市保健  

センターがおじゃましました。お昼休み時間怒活用して「ミニ健  

康請註」〔ストレクチ体艶感しました。   
メタポリックシンドローム、ジユ「スや缶コーヒーなどの清涼  

捌こ含まれる開の話、仕事の合周kできる簡単なストレ  

ッチ体操などを行いました。   

また、希望執た方には体晩肪や鳥脳概観喧した。  

弾暫  触加炉  

t普段、好きな物だけを食べる食酬したが、  
色々なお蕎沸ヽて「食べるJことに対する考え方職わ   

りました。   

カロリーバランスの大切き、料抽も上虚したエ  

夷など繊え¶ヽただき、日頃いかに伺気なく食事をして  

いるかということがよくわかりました。   

年かを重ね引こつれて「賊Jということに恥を持つ  

ようになった現在、今まで以上に蜘事の生や栄♯  

のバランスを考えながら、普段カ、ら「食べる」としうことを  

大】沸こレnヽきたし朝敵、ます。  

生i舌習慣病予賄健診宅什て封J  

叫′  
健康管理担当の方の声  

ご毎年5月に生活習慣病予防櫛喧受診し、6月保脚瞼  

開こ受け、7月に産業題瀾闇で黒川先生に人陶のt訳さ、  

弱さを鰍ヽただき、我に逼らせていただいて封嫁す。   

健康への日々の藩論の甜壷、毎回、訪問嗣唖♯き感謝  

して封嫁す。  

t康一書！  

終だ  働熊担当の方の声   

■今回初めて「脚世代の他に彙如き   
せていただきました。もっと＃～い封陶机ヽわゆ  

る‘憮1r慈恵札ていたのでナが、予熱こ反   

してとてもおl嘲ヽただき弧   

食事の′くランス、蜘こ榔こなちすに、  

ザックリと僻する湖レれ＼ただき、これ  

ならできモうです。   

これからは、この方法で相聞こ掴み  

たいと月払ヽます。  

ニr、き事業所構問4さ椚所！  ーr■   

アニケヰ送付新薬所2，699カ所の内291カ所（iO蛸）か引司巷 鵬…心の棚斡8カ所軌ました。  
訊、ただきました。  ■棚卜  
闊回答縫果  ％ ．且Ⅳ附射恥粧欄洞いつ旦湘コユ  

儲乗員の偲痍づく切こ榊給餌叱恩矧葦所（220カ所 75・6 ①山口  醐爛山口蜘  
＊このうち・時間は、昼休みに・・・  30．0  晒レ・、℃∇．¶． 

・堺ま、自分の事業所内で…   78・6 ①掛削帥腫劉醐紐ンタ→②傾府商標傭センター  

・内容ま、健防相談を…  39．5  



静聴喘層健康肇≪駐掩L♭薦伝潮音藍’叫声 ′軋だ：きりいい（ン′き  

顔手付湖席題り馴雛瀾傭謡細  
軍 勘欄魔封錮軌   

健康事業を実施したい事業所を   

随時募集中！ご要望や、ご不明な   

ことなど、ご相鉄くだきい。   

意 拓府極嗜産業侍翫こ 

医師による健康管理指導、   

健康相敢などを行っています。  

メンタルヘルスの相談なども   

行っています。お気掛こご相鉄   

くだきい。（防府医師会内）  

薫 隋胞串保鮭缶，・学   

自分の職場でも、健康づくりに取   

り組んで見たい！と思われましたら  

お気軽にお電話くだきい。  

き 山口む会保険奉幣吊  

社会保険に加入しているすべ   

ての方に健康の大切さを知って   

いただき、より健康に過ごしていた   

だくため保健師が職場に静岡し   

お手伝いをしています。「健康の   

ことで個別に相鼓したい。」「従業   

員や家族に健康の話をして欲し   

い」等是非ご相談ください。  

あ 穂余保険健康事蕎閉艮山f二糖草葉 

政府管掌健康保険の生活習慣   

病予防健診の申込み受付や健診   

を利用された事業所に保健師が訪   

閲し、個別の堆康相鼓・健康教室   

等を行っています。  

絆練づ（′l憫僕掛愕   

鱒■断簡市街生者声砦淵進㍑議各 

地域の公民館での料理教室を中  

心に活動しています。   

平成18年虔も、市内3事業所へ  

お伺いし、食推手作りの昼食を通し  

て、体にいい食事の内容や遵量を感  

じていただいています。   

次は、あなたの事業所におじゃまし  

ます！   

■ごん磋時 ご相毒薬くだ士い！  

事業 内  容（例）   申込か問い合わせ先   TEいFAX）  

政府官業健康保険の生亨舌習≠病予防催  山口社会保険事務局（傷険誅）   083－927－9132（083－927－9129）  

砂塵受けたい（健診料は一都自己負担）  社会保険健康事業劇個山口県支部  083－932－5711（083－932－5712）  
惟梯誇㈲  

職場健診がないので健診を受けたい  防府市保健センター   24－2162（25－4963）  

（年齢制限あり、健診料は一部自己負担）  

産業医による無料健康相該を受けたい  l防府地域産業保健センター   22－0565（24－4060）   

各種健康相按を受けたい   防府市保健センター   24－2161（25－4963）  

禁煙チャレンジに挑戦したい   防府健康福祉センター   22－3740（22－0962）  
一輝榊  

生活習慣病予防健診結果の税明や生活  山口社会保険事務局（保険課）   上記記載あり（＊以下同様）  

習慣改善のための方法が知りたい   社会保険健康事業財周山口県支部  ＊  

防府市保健センター  ＊  

㌍＝i＝才′∴  防府健康福祉センター  ＊  

・≠！■卜 事業所や外部施投等で、健康増進・生活  山口社会保険事務局（保険課）  ＊   

習慣病予防をテーマにした陰を開きたい  社会保険健康事業財団山口県支部  串  

寸  出前健康精度をしてほしい  防府地域産業保健センター   ＊  

1  どこに椙駁したらよいのか分からないとき  防府商工会籠所   22－4352（22－4763）   

☆防府地区地域書城連携ネットワーク会鶴（事務局：山口県防府健康福祉センター）   

防府商工会議所、防府食品衛生協会、防府地域産業保健センター、防府市食生活改善推進協読会   

防府市保健センター（健康増進詳上防府市保険年金辞－√防府市商工欝一山口県防府健康禰祉センタ岬  
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（5）高知県安芸地区  

平成18年慶安芸地区勤労者健康づくり推進協態会の取り組みについて  

1．第8回 あき・元気フェスタ（安芸市健康まつり）への参加   

内容：  

『「ウェスト・サイズ物語」～ちょっと高め』が落とし穴！！チョイワルおやじは今が勝負～』  

をキャッチフレーズにメタポリックシンドローム（内臓脂肪症候群）についての普及啓発を  

行った。  

具体的な取り組み：   

①パネルおよびポスターの展示   

②腹囲を図るテープ（腹囲の正しい測定方法やメタポリックシンドロームについての資料  

を添付した85／90cmのテープを作成した）の配布   

メタポリックシンドロームについての指導を受けたものについて、テープを配布した。  

（81名）   

③保健師による健康指導  
評価：  

①メタポリックシンドロームについては関心が高く、よく話を聞いてもらえた。  

②テープについても「家でも図ってみる」と持ち帰りの希望が多かった。   

☆あき・元気フェスタには安芸市民約1000名が参加。小さな子ども連れから高齢者まで幅広  

い年齢層の参加があり、健康への関心度も高い。協議会として参加したため、保健所職員の  

みでなく、協議会のメンバーもスタッフとして参加した。当日はさまざまな団体が参加して  

いるため、他の団体との交流もはかることができた。  

2．安芸保健所管内のA企業 体力測定および健康教育   

内容：  

企業の健康作りの一環としての休力測定に専門的助言を行い、測定後にはその結果を活用し  

て健康指導を行った。  

具体的取り組み：  

（D 体力測定   

約1週間、保健所より体力測定用具を貸し出し（握力計および長座位体前屈計）、体力測定  

を実施した。実施後、保健所にて個人の体力測定結果の評価を行った。   

「結果」   

1）対象者：男性28名．（平均年齢37歳）女性8名．（平均年齢48歳）  

2）肥満に関すること  

BMI（Body MassIndex）：男性23．8 女性21．9  
腹囲：男性 83．3cm 女性 69．7cm  

男性85cm以上の者；34歳以下20．0％ 35歳以上58．3％  
3）体力測定結果に関すること  

男性は35歳以上では、反復横跳び（敏捷性）、長座位体前屈（柔軟性）、開眼片足立  

ち（バランス）の各項目で34歳以下と比較して有意に測定結果が低下していた。  
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②健康教育  

体力測定結果の考察とメタポリックシンドロームについて、保健所医師が講話を行った。  

その後保健師による健康相談を実施。   

参加者：約］0名   

☆対象企業は全国に支社を持つグループ企業であるが、当該事務所は5～20人ほどの少人数  

事務所の集合体であり、産業医、産業保健スタッフはいない。本社からの指示に従い、一一一般・  

特殊健診、過重労働対策等は一定行われているが、健診後の保健指導が徹底されているわけ  

ではない。また、従業員は、現地採用者が少なく、全国規模で転勤する者が大部分であるた  

め、市町村レベルでは地域住民という視点で継続的にフォローを行うのは困難であり、会社  

側の担当者も数年ごとに転勤するため、取り組みが蓄積されにくいようである。  

3．岩城組（馬路村）安全教育   

内容：  

建設業の現場監督者を対象に、労働衛生マネジメントシステムの導入を試みた。  

具体的取り組み：  

①職場の事故事例、ヒヤリハット事例についての整理を行い、どのような状況下での事故が  

多いかについて各自、自分の担当現場について考察を行う。  

②労働衛生マネジメントシステムの考え方に基づき、事故の起こる頻度と重傷度を検討する。  

③各自が具体的な安全計画の策定を行う。  
評価：  

座学ではなく、グループ内でのディスカッションを行いながら、自分たちで自分たちの作業  

現場についての検討を行ったため、すぐに実際の取り組みにつながった。  

若く経験の浅い労働者に対して、年長者が具体的な事例を通して指導を行う場面が見られ、  

今後事業所のスタッフを中心に取り組みを行う際の、基礎となっていくと考えられる。   

☆対象事業所は従業員数約20名。地元村が国保診療所と連携し、メタポリックシンドローム  

についての取t）組みをおこなってきているが、けがを中心に事故件数が多く、まずは安全対  

策にきちんと取り組もうとのことで、当該事業の実施となった。  

事業主の理解もあり、今後は町内の他の建設業とも連携し取り組みを継続予定。  

保健所としては、保健指導を切り口にするのが容易ではあるが、環境測定、安全教育等の切  

り口は事業所側のニーズが高いことから、一取り組みをすすめやすい。  

4．蜂アナフィラキシー対策への取り組み   

内容：  

マルハナバチ・ミツバチを利用しているハウス農家を対象に、蜂アナフィラキシー対策とし  

てエビネフリン自己注射の普及啓発を試みた。  

具体的取り組み：  

安芸農業振興センター、安芸地区農業協同組合と連携し 

、 

安芸市内の農家全戸に配布される広報誌に蜂さされ対策に関する原稿を作成した。  
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☆環境保全型農業を推進するにあたり、ハウス農家はマルハナバチ・ミツバチを利用してい  

るが、高知県農業技術課の調査によるとマルハナバチ・ミツバチ導入農家の78％に刺されの  

経験があり、15％は10回以上刺されていた。また、約12％に全身的なアナフィラキシー症状  

が疑われる者がいた。早急に安全対策が必要であったため、保健所を中心に取り組みを行っ  

た。  

平成18年度 安芸地区勤労者健康づくり推進協議会 委員名簿  

氏  名   役  職   

大野 義文   安芸労働基準監督署 署長   

橋本 邦夫   安芸・香美地域産業保健センター  コーディネーター   

杉本 慶平   室戸市商工会事務局 局長   

（会長）岡村 明彦   安芸商工会議所 専務理事   

西尾 書公   中芸地区商工支援センター 事務局長   

大野 文生   芸西商工会 経営指導員   

小原 知明   土佐あき農協総務管理部 人事課長   

田中 静夫   北川村森林組合 組合長   

吉川 静光   安芸林業事務所 振興課長   

杉本 章二   安芸保健所 保健監（所長）   

中川 博嗣   室戸市保健介護課 課長   

岡宗 利明   健康福祉事務所 所長   

浜田 豊年   東洋町健康福祉課 

中島 二男   奈半利町保健福祉課 課長   

中野 伸夫   田野町保健福祉課 課長   

西山 明広   安田町町民生活課 課長   

田中 啓介   北川村住民課 課長   

五藤 寿史   馬路村健康福祉課 課長   

安岡 千晶   芸西村健康福祉課 課長   
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（6）仙台市  

仙台市 働く市民の健康づくりネ・γトワーク金紙について  

平成18年11月22日  

仙台市健康増進課  

1ネットワーク会議設置の背景   

○ 平成1▲4年3月「いきいき市民健康プラン」策定したが、働き盛りの健康課題  

が大きいため、重点分野のひとつにしたこと。   

○ 働き盛りの健康づくりを推進するためには、従来の地域保健の枠組みの中では  

困難であり、職域に関係する機関・団体と協力連携していく必要があったこと。  

2 ネットワーク会議について   

○ 設置：平成14年11月   

○ 会議構成と所掌内容 （別紙設置要綱参照）   

○ 活動状況 ネットワーク会議 年1～2回開催  

事務局体制 仙台労働基準監督署・宮城社会保険事務局・仙台市  

部会活動  課題に応じて部会を設置し検討  

3 ネットワーク会議の主な取り組み  

取り組み内容   成 果   

事業所における健康管理に関する調査実施  ○小規模事業所の実態把握   

調査対象：50人未満の事業所 3，000件   ・知られていない社会資源  

・職場の健康課題（メンタル／分煙／健診）  

○情報提供作業部会設置  

→お役立ちガイド作成（部会）普及   

○  ○分煙対策状況把握   

調査対象：市内事業所（事業規模毎抽出）   ・事業所規模と分煙率   

○  ・中小企業では、10人以下では3割強   

⊃  → 職場の分煙化ガイドライン作成普及   

「広げよう！分煙の輪」   

⊃  

康   

○   

メンタルヘルス／職場の喫煙対策   

○   ○メンタルヘルス部会設置  

・相談機関・産業医等から実態把握  

→働く人のメンタルヘルスガイド作成  

普及   

⊃  

H14年度  ○   

H15年度  

（  

（  

H16年度  

H17年度  

Il18年度  （  

49   



「働く市民の健康づくりネットワーク会議」設置要綱  

1 目 的   

「働く市民の健康づくりネットワーク会議」（以下ネットワーク会議）は，働く市民の健康づ   

くりを推進するため，職域保健・地域保健の関係機関等が連携し，相互に補完及び調整しなが   

ら健康づくり活動の充実強化を図ることを目的に開催する。  

2 ネットワーク会議の構成  

ネットワーク会議の構成は以下のとおりとするが，構成機関は必要に応じ増減することがで   

きることとする。  

（1）職域保健関係  

仙台労働基準監督署  

独立行政法人労働者健康福祉機構宮城産業保健推進センター  

塩釜地区地域産業保健センター仙台相談所  

仙台商工会議所  

宮城社会保険事務局  

財団法人社会保険健康事業財団宮城県支部  

健康保険組合連合会宮城連合会  

（2）地域保健関係  

仙台市 仙台市保健所  

（こ3） 関係団体  

社団法人仙台市医師会  

社団法人仙台歯科医師会  

社団法人仙台市薬剤師会  

社団法人宮城労働基準協会仙台支部  

独立行政法人労働者健康福祉機構鹿北労災病院勤労者予防医療センター   

ネットワーク会議の議長は，委員の互選によるものとする。  

また，特定事項を調査脇議する必要がある場合は部会を設置することができる。  

3 臨議事項  

ネットワーク会議では，次に掲げる事項について協議する。  

lこ1）職域保健・地域保健の各関係機関および各関係団体間の相互協力のあり方についての検  

討や事業の実施について  

l：2）働く市民の健康づくりに関する各構成機関間での情報交換  

・こ3）その他働く市民の健康づくりに関すること  

4 事務局   

ネットワーク会議の事務局は，仙台労働基準監督署・宮城社会保険事務局・仙台市の合同事   

務局体制とする。  

附  則  

平成14年11月12日制 定  

平成16年3月19日一部改正  

平成16年4月1日一部改正  
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2．地域・職域連携推進事業実施要綱   

1 目的   

近年、国民の生命・健康を脅かす主疾患となっている生活習慣病（がん、心臓病、   

脳卒中、糖尿病等）を予防するためには、個々人の主体的な健康づくりへの取組に  

加え、健康教育、健康相談、健康診査を基盤とする事後指導等の保健事業によ．り健   

康管理を支援することが必要である。   

地域保健と職域保健の連携（以下「地域・職域連携」という。）により、健康づ   

くりのための健康情報の共有のみならず、保健事業の実施に要する社会資源を相互   

に有効活用し、保健事業を共有・展開することにより、生涯を通じた継続的な保健   

サービスの提供体制を整備することを目的とする。   

2 実施主体  

この事業の実施主体は、都道府＝県及び指定都巾とする。  

ただし、指定都市は、3（3）に掲げる事業を実施する場合に限る。   

3 事業内容  

（1）地域・職域連携協議会の設置  

ア 広域的な地域・職域連携を図り、地域の実情に応じた協力体制による生涯を  

通じた継続的な保健サービスの提供・健康管理体制を整備・構築するため、地  

域・職域連携推進協議会を設けることとする。   

イ 同協議会は、地域保健法（昭和22年法律第101号）第4条の基本方針（平  

成6年厚生省告示第374号）の第6の4及び健康増進法（平成14年法律第  

103号）第9条の健康診査等指針（平成16年厚生労働省告示第242号）  

の第3の7に掲げる事項を展開するための総合調整機関の役割を担うことと  

する。  

り 同協議会は、（4）に掲げる関係機関（以下「関係機関」という。）からの  
幅広い参画を得て構成し、都道府県ごとに都道府県地域・職域連携推進協議会  

（以下「都道府県協議会」という。）を設け、さらに、医療法（昭和23年法  

律第205号）第30条の3第2項第1号の区域（以下「2次医療圏」という。）  

単位に2次医療圏地域・職域連携推進協議会（以下「2次医療圏協議会」とい  

う。）を設けることとする。  

なお、地域・職域連携推進協議会の構成は多岐にわたることから、既存の協  

議機関（会議等）を活用して、同協議会として差し支えない。  

エ 同協議会の設置、運営等に当たっては、国に所要の助言を求めることができ  

る。  

（2）都道府県協議会  

ア 都道府県協議会は、管内の広域的な連携に関わる関係機関の代表者等により  

構成する。  

イ 同協議会は、管内の地域・職域連携により実施する保健事業等（以下「連携  

事業等」という。）を企画・立案、実施・運営、評価等（以下「企画等」とい  

う。）する2次医療圏協議会の取組について広域的な調整を行うとともに、地  

域の保健事業関係者の育成を行うこととする。  

り 事業実施に当たっては、地域特性を十分に勘案した上で、特に以下の事項を  

参考に協議を行い、管内の総合調整を行うこと。なお、医療保険者を中心とす  
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